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国立大学法人和歌山大学 第４期中期計画 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  
１ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
【1-1】人口減少が急速に進む地域における人的・地理的制約の下で、教育・研究を司る知的

活動の中核として、少子高齢化や国際化、情報通信の進展などの急激な社会変化に伴っ
て生じる複雑化・多様化・高度化する地域課題の解決に地域と協働して取り組み、成果
の社会実装を通じて地域の価値を共創する。特に、複数の地域拠点を結ぶネットワーク
型の連携体制の構築、地域の自治体、企業及び経済団体との連携・協力協定の締結促進、
協議会の設置及び参加、地域人材の活用等により、地域課題の把握共有と価値共創を進
める。 

 
評価指標 
 

【1-1-1】自治体、企業及び経済団体との連携・
協力協定を30件締結する。（第４期中期
目標期間中 合計） 

【1-1-2】自治体協定等に基づき、地域と共創し
て地域課題解決に取り組む「社会実装教
育研究プロジェクト」（試行的な取組を
含む）を30件以上実施する。（第４期中
期目標期間中 合計） 

【1-1-3】自治体や企業等と共創した地域を志向
する科目群を設け、毎年度２科目新設す
る。 

【1-1-4】自治体、企業等から派遣され、地域課
題の解決に共に取り組む価値共創研究
員を毎年度３人受け入れる。 

 
 

２ 教育に関する目標を達成するための措置 
【2-1】高度化・複雑化する現代社会の諸課題に対応できる人材を育成するため、文科系・理

科系を問わず必要とされるデータサイエンス・AIの知識・技能に関して、教養教育科目
及び連携展開科目において初歩から実践レベルまで系統立てて展開するとともに、文理
融合・分野横断型の学位プログラムとして、データサイエンス・AIの知識と経営やマー
ケティングなどのマネジメント能力を有したデータサイエンティストの養成をシステム
工学部と他学部が共同して進める。 

 
評価指標 
 

【2-1-1】教養教育科目においてデータサイエン
ス・AI科目群の導入科目（１年次第１・
２クォーター開講）を令和５年度までに
全学生共通の必修科目とする。 

【2-1-2】教養教育科目及び連携展開科目におい
て順次性をもって体系化されるデータ
サイエンス・AI科目群から、10単位を修
得してサーティファイされる学生の割
合を、第４期中期目標期間最終年度まで
に卒業生の５％まで引き上げる。 

【2-1-3】経済学部、システム工学部、観光学部
が連係した学部等連係課程実施基本組
織を設置し、その課程において、社会で
データを利活用できる人材を養成する
ため、企業や自治体等と連携して開設す
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る授業科目を設け、基盤となる授業科目
「プロジェクト演習」の単位修得者数を
120人以上とする。（第４期中期目標期
間中 合計） 

 
 
【3-1】第３期中期目標期間に「教学マネジメント指針」に沿って強化した教育の質保証体制

の下、入試から卒業・就職までの情報の一元化を図り、検証・分析、改善を実施する。
また学修ポートフォリオの本格稼働により、学生の学修過程や学修成果の可視化を進め、
こうした情報をもとに各学生に対し入学から卒業までを系統立てて指導・支援する。 

 
評価指標 
 

【3-1-1】毎年度、教学マネジメント指針の５領
域のモニタリングを実施・公表し、３年
に１度、外部評価委員による評価を受
け、５領域別評価を合わせた総合評価で
５段階評価の上位２段階以上を獲得す
る。 

【3-1-2】学修成果の集積である学修ポートフォ
リオに学生が自己評価を記録し、教員が
適切にコメントするシステムを構築す
ることによって、卒業時に本学における
学修達成度に満足する学生の割合を、第
４期中期目標期間最終年度までに80％
以上にする。 

 
 
【3-2】入学者選抜の改善に関して、一般選抜試験の筆記試験においては学部ごとに細分化す

るのではなく、大学のディプロマ・ポリシー及びアドミッション・ポリシーに基づいた
共通の試験を導入し、受験者が高等学校等において身に付けた多様な資質や能力を分野
横断的で汎用性のある問題によって評価する。 

 
評価指標 
 

【3-2-1】大学のディプロマ・ポリシー及びアド
ミッション・ポリシーに基づいた学部共
通の一般選抜試験の筆記試験を令和７
年度入試から導入する。 

【3-2-2】高等学校における聞き取り及びアン
ケート調査において、本学の一般選抜試
験の筆記試験が、高等学校教育において
身に付けた資質・能力を評価する適切性
の５段階評価において上位２段階以上
の評価を、第４期中期目標期間最終年度
までに80％以上にする。 

 
 
【4-1】修士課程においては、研究を通じて得た専門的知識技能を社会実装できる能力を有す

る人材を養成するため、地域や産業界等との組織的連携に基づく高度専門型インターン
シップ制度を構築し、実施する。 

 
評価指標 
 

【4-1-1】高度専門型インターンシップ実施連携
協定を10件以上締結する。（第４期中期
目標期間中 合計） 
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【5-1】本学の観光学分野におけるこれまでの教育研究実績を踏まえ、地域の観光振興を牽引

する人材を養成する観光系専門職学位課程の設置に向けて、地域が求める人材（求めら
れる能力やスキル等）を的確に把握するとともに、これらの人材を養成するカリキュラ
ムを地域と共同して開発する。 

 
評価指標 
 

【5-1-1】地域の観光振興を牽引する人材を養成
するカリキュラムの中核となる演習科
目「観光地域プロジェクト（仮称）」を
開発するため、地域の自治体や企業・団
体等と連携協定や覚書などを令和５年
度までに５件以上、第４期中期目標期間
に15件以上締結する。 

 
 
【6-1】Society5.0に対応する人材育成のため、大学内外の連携により複合的に学ぶ教育シス

テムを推進し、地域共創型のニーズオリエンテッドで、より実践的で専門的なe-learning
コンテンツの開発を行う。教育効果や学生の負担に配慮した対面と遠隔を併用したブレ
ンディッド・ラーニングを展開し、和歌山県内・泉州地域にリカレント教育を受信でき
るラーニングスペースを共創するなど、社会人が学びやすい環境を整備する。 

 
評価指標 
 

【6-1-1】企業や自治体等と共創し、情報セキュ
リティ人材やマネジメント人材など、地
域のニーズに基づく人材を育成する
「e-learningコンテンツ」を13プログラ
ム開発する。（第４期中期目標期間中 
合計） 

【6-1-2】企業や自治体等のニーズに基づく教育
講座をブレンディッド・ラーニングで20
講座開設する。（第４期中期目標期間中 
合計） 

【6-1-3】和歌山県内・泉州地域に、連携協定等
に基づく地域運営主体のラーニングス
ペースを10か所整備する。（第４期中期
目標期間中 合計） 

 
 
【7-1】キャンパスの国際化に向けて、ICTを活用した国際的な教育連携を進めるために大学

間交流協定の拡大を図り、海外の大学とICTを活用した共同講座等を開発・実施し、海外
の大学生の日本への留学を促進する。さらに本学の留学生OB・OGのネットワーク拠点を
海外で形成するとともに、留学生OB・OGと連携した留学説明会を開催するなど留学生の
受入を推進する体制を整備する。 

 
評価指標 
 

【7-1-1】新規に大学間交流協定を20大学と締結
する。（第４期中期目標期間中 合計） 

【7-1-2】ICTを活用した共同講座を新たに６件開
発し、実施する。（第４期中期目標期間
中 合計） 

【7-1-3】留学生OB・OGのネットワークを６拠点
整備する。（第４期中期目標期間中 合
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計） 
【7-1-4】留学生OB・OGと連携した留学説明会を

世界６か所で実施する。（第４期中期目
標期間中 合計） 

 
 
【7-2】留学生に対して、これまで実施してきた短期交流型プログラムをさらに強化し、和歌

山県固有の世界遺産等に触れながらの日本体験となるプログラムを地域の協力のもと実
施する。 

 
評価指標 
 

【7-2-1】地域と連携した短期交流型プログラム
を毎年度実施し、第４期中期目標期間中
の参加者として延べ120名を目指す。 

 
 
【8-1】学生の多様なニーズ（修学、キャリア、心身の不調、障害、SOGI、留学生対応など）

に応じた学内支援体制を、メンタルヘルスを含むダイバーシティ・インクルージョンの
視点から構築する。そのために、保健センター、障がい学生支援部門、男女共同参画推
進室等を新たな組織に再編・統合し、業務を担当する教職員が組織的に連携して、一人
ひとりの学生のニーズに対応した支援を行う。 

 
評価指標 
 

【8-1-1】組織整備により、多様な学生支援を一
体化して実施するDiversity and 
Inclusion Center（仮称）を令和５年度
までに設置する。 

【8-1-2】上記センターにおいて、総合相談窓口
のインテークに始まり、担当部署におけ
る学生支援の進捗状況の経過及び結果
を記録する学生支援カルテを作成し、情
報を共有することでトレーサビリティ
の高い学生支援システムを第４期中期
目標期間最終年度までに構築する。 

【8-1-3】ダイバーシティ・インクルージョンの
ガイドラインを令和６年度までに策定
し、それに基づくセミナーや研修等を教
職員に対して毎年度２回以上実施する。 

 
 
３ 研究に関する目標を達成するための措置 
【9-1】社会からの負託に応え、本学の蓄積された知を最大限に活用し、イノベーション創出

へとつなげるため、複数の教員によるニーズドリブン型の研究プロジェクトを構築し、
地域と一体となって共創研究・事業に取り組み、地域の課題解決、和歌山圏域の産業の
発展に貢献する。 
また、和歌山圏域に、新たな産業創出につながる知的価値を共創できる人材を育成する

ために、全学的にアントレプレナーシップ教育を地元経済団体・組織などと連携して取り
組み、大学発ベンチャーや社会的企業を創出する。 

 
評価指標 
 

【9-1-1】ニーズドリブン型の研究プロジェクト
を３件構築する。（第４期中期目標期間
中 合計） 

【9-1-2】共同研究・受託研究等を550件以上実施
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する。（第４期中期目標期間中 合計） 
【9-1-3】和歌山大学からの起業数を６件以上と

する。（第４期中期目標期間中 合計） 
 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【10-1】地方行政や企業経営の経験のある者を法人経営に参画させ、地域との連携や経営的

視点に力点を置いた法人経営を行うとともに、経営の透明性の確保と信頼の向上に向け
て取り組む。また、本学の内部統制システムなどの機能強化を図るとともに、検証結果
に基づき、必要な改善を行う。これらの取組により、経営機能を高め、ガバナンス体制
の充実・強化を図る。 

 
評価指標 
 

【10-1-1】学長のリーダーシップの下、社会の
ニーズを踏まえた機能強化に資する重
点的取組事項（アクションプラン）を毎
年度設定し、改革を進める。 

【10-1-2】毎年度、今後顕在化する可能性がある
リスクをリストアップし、現状の分析・
評価を行うとともに予防策を講じる。 

 
 
【11-1】「和歌山大学グランドデザイン2040」に沿った、多様で柔軟な教育研究が実現でき

る施設を整備し、キャンパス全体をイノベーションコモンズとして活用する。 
また、陸上競技場などの大学施設を広域同時多発災害時の防災拠点として活用できる

よう、自衛隊等、国や地方公共団体との連携を推進する。 
 

評価指標 
 

【11-1-1】建物改修計画時に戦略的なリノベー
ション（スペースの創出・再生）による
施設機能の集約化を図り、グローバルラ
ウンジ（国際化）やキャリアラウンジ（新
産業の創出）、アクティブラーニング（日
常的な知的交流）等のフレキシブルな
オープンラボを、第４期中期目標期間最
終年度までに設置する。 

【11-1-2】自衛隊等と連携した防災訓練を３回実
施する。（第４期中期目標期間中 合計） 

 
 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【12-1】ステークホルダーとの対話や本学のビジョン、知的資産を積極的に広く社会に発信

することにより、寄附金をはじめとする外部資金の獲得を推進するとともに、保有する
資産を最大限活用することで自己収入の増加にも取り組む。また、毎年度、中期計画の
進捗状況等を検証・分析し、中期計画達成に向けた戦略的かつ重点的な資源配分となる
よう学内資源配分の最適化を進める。 

 
評価指標 
 

【12-1-1】第４期中期目標期間の外部資金受入総
額を、第３期中期目標期間受入総額（特
殊要因除く）から１億円増加させる。 

【12-1-2】第４期中期目標期間の施設使用料収入
総額を、第３期中期目標期間実績総額か
ら10％増加させる。 
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【12-1-3】中期計画や部局等が設定する将来目標
の達成状況等を評価し、成果・実績等に
応じた資源配分を行う。 

 
 

Ⅳ  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に
係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【13-1】本学における教育、研究活動の成果や地域と連携した新たな取組等について、ステー

クホルダーに対し、本学への理解度を高める情報を積極的に発信する。併せて本学の課
題を明確にするためのデータ分析を行い、自己点検・評価に活用する。 

 
評価指標 
 

【13-1-1】本学の教育・研究・社会貢献等の活動
や成果について、様々な指標を用いて経
年推移や割合をグラフ化するなどし、令
和６年度までに新たにデータサイトを
立ち上げ、公開する。公開後は年１回以
上の更新を行う。 

【13-1-2】客観的なデータ、エビデンスに基づき、
本学の運営上の強みや課題、改善点等を
明らかにし、それを活用した自己点検・
評価を行い、その結果に基づく改善状況
や中期目標・中期計画の進捗状況を年１
回公表する。 

 
 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 
【14-1】令和２年度に策定した「和歌山大学DX推進計画」の業務に対し、迅速かつ効率的な

導入を行うための運用方針を作成し、業務の高度化や効率化を進めるとともに、国立大
学法人和歌山大学情報セキュリティ対策基準に基づく自己点検及び教育訓練を行うこと
により情報セキュリティを確保する。 

 
評価指標 
 

【14-1-1】和歌山大学DX推進計画に沿って、窓口
業務（申請・届出手続等）などの定型業
務等のうち、AI・RPA化が適切であるも
のをリストアップし、令和７年度までに
リストアップした業務の７割を、第４期
中期目標期間最終年度までに全てを
AI・RPA化する。 

 
 
Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

 
別紙参照 
 
 

Ⅶ 短期借入金の限度額 
 
１．短期借入金の限度額 

10億円 
 
２．想定される理由 
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運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

 
 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
 

１．重要な財産を譲渡する計画 
・海南宿舎の土地（和歌山県海南市日方字千原924番３）を譲渡する。 

 
２．重要な財産を担保に供する計画 

・重要な財産を担保に供する計画はありません。 
 
 
Ⅸ 剰余金の使途 
 
○ 毎事業年度の決算において剰余金が発生した場合は、教育研究をはじめとする大学機能

の充実・発展に必要とする経費に充当する。 
 
 
Ⅹ その他 
 
 １．施設・設備に関する計画 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 
・（栄谷）講義棟改修 
 
・小規模改修 
 
 
 
・陸上競技場等改修 

総額 
1,059 

施設整備費補助金（864） 
 
（独）大学改革支援・学位
授与機構施設費交付金
（132） 
 
大学資金（63） 

（注１）施設・設備の内容、金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要
な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の
改修等が追加されることもある。 

（注２）小規模改修について令和４年度以降は令和３年度同額として試算している。 
なお、各事業年度の施設整備費補助金、（独）大学改革支援・学位授与機構施設費

交付金、大学資金については、事業の進展等により所要額の変動が予想されるため、具
体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。 

 
２．人事に関する計画 
○ 「第４期の教職員の採用計画について（令和３年７月14日）」により、人件費の適正な

管理に努め、大学の機能強化と持続可能な教育研究体制の構築に取り組む。 
○ テニュア・トラック制度を若手研究者育成型に改めるとともに、全体の教員採用計画数

のうちに若手教員枠を設け、教員の年齢構成の若返りを計画的に進める。 
○ 通常のクロスアポイントメントのほか、自治体との連携においても年毎に設定する地域

課題の解決に対応する適切な人材の交流を行うため、クロスアポイントメントに相当する
運用を積極的に行う。 

○ 教員の採用者に年俸制を適用するとともに、業績評価制度をより意欲向上に繋がるもの
とし、教員組織の活性化に繋げる。 

○ 「職員人事の基本方針（令和元年７月17日）」に基づく登用や研修を行い、職員の専門
性や資質・能力を高め、計画的な人材育成と年齢構成の若返りを図る。 
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３．コンプライアンスに関する計画 
○ 全ての研究に携わる教職員等に対して研究倫理教育研修の受講を義務付け、研究活動に

関して守るべき事項についての知識を修得・習熟させるとともに、公的研究費使用に関し
効果的なコンプライアンス教育となるよう受講状況や理解度を把握し、内容の充実に努め
るほか、年間を通じて継続的に啓発活動を行うなど、不正防止意識の向上と浸透を図る。 

○ 法律や学内規則等のルールの遵守や公的研究費等の不正使用防止に向けた運営・管理が
適切に行われているか、書面監査やヒアリング等の監査を実施する。 

 
４．安全管理に関する計画 
○ 毒劇物、有機溶剤、特定化学物質その他危険物、電離放射線の取扱による健康障害を防

止するため、教育訓練、安全管理マニュアルの改訂、ヒヤリハット事例のデータベースへ
の反映を行うとともに、有資格者による取扱現場の巡回等を行い、教職員等の労働災害発
生を未然に防ぐ活動を実施する。また、安全衛生管理に必要な有資格者を計画的に養成す
る。 

○ メンタルの不調により長期休養した教職員の職場復帰に関して、専門医師、所属長を中
心とした支援チームを構成し、円滑な復帰を支援する。 

 
５．中期目標期間を超える債務負担 
○ 中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計画へ

の影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 
 
６．積立金の使途 
○ 前中期目標期間繰越積立金については、次の事業の財源に充てる。 
 ① 西３号館改修に伴う移転関連事業の一部 
 ② 松下会館改修に伴う施設設備整備費の一部 
 ③ 栄谷キャンパス他教育研究環境整備事業の一部 
 ④ その他教育、研究に係る業務及びその附帯業務 
 

７．マイナンバーカードの普及に関する計画 
○ 新入生ガイダンスや新規採用教職員研修でマイナンバーカードの利便性を説明するな

どの啓発を行うほか、健康保険証の交付や学生・教職員に対する事務手続におけるマイナ
ンバー提出時にマイナンバーカードの取得を定期に呼びかける。 
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別表 学部、研究科等及び収容定員 
 

学部 

教育学部         570人 
（R7入学定員減） 
経済学部        1,220人【 40人】 
システム工学部     1,350人 
（R7入学定員増）        【 60人】 
観光学部         480人【 20人】 
社会インフォマティクス学環   【120人】 
 
【 】は、学部等連係課程実施基本組織に活用
する収容定員を示す。 
 
（収容定員の総数） 

3,620人 

研究科等 

教育学研究科        60人 
経済学研究科        76人 
システム工学研究科    304人 
観光学研究科        50人 
 
（収容定員の総数） 

修士課程・博士前期課程 368人 
博士後期課程       42人 
専門職学位課程      80人 
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別紙 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
１．予算 
 

令和４年度～令和９年度 予算 
                             （単位：百万円） 

区分 金額 
 
収入 

運営費交付金 
施設整備費補助金 
船舶建造費補助金 
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 
自己収入 
 授業料及び入学料検定料収入 
 附属病院収入 
 財産処分収入 
 雑収入 
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 
長期借入金収入 
計 
 

 
 

22,436 
864 

0 
132 

17,258 
16,600 

0 
149 
509 

1,922 
0 

42,612 
 

 
支出 

業務費 
教育研究経費 
診療経費 

施設整備費 
船舶建造費 
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 
長期借入金償還金 
計 

 

 
 

39,694 
39,694 

0 
996 

0 
1,922 

0 
42,612 

 
 
[人件費の見積り] 
   中期目標期間中総額27,853百万円を支出する。（退職手当は除く。） 
 
注）人件費の見積りについては、令和５年度以降は令和４年度の人件費見積り額を踏まえ試算

している。 
注）退職手当については、国立大学法人和歌山大学退職手当規程に基づいて支給することとす

るが、運営費交付金として措置される額については、各事業年度の予算編成過程において国
家公務員退職手当法に準じて算定される。 

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 
 
 
[運営費交付金の算定方法] 
○ 毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それぞれに対応した数

式により算定して決定する。 
 
Ⅰ〔基幹運営費交付金対象事業費〕 
  ①「教育研究等基幹経費」：以下の金額にかかる金額の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業
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年度におけるＤ（ｙ）。 
・ 学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づく教員にかかる

給与費相当額及び教育研究経費相当額。 
    ・ 附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員にかかる給与費

相当額。 
    ・ 学長裁量経費。 
  ②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業

年度におけるＥ（ｙ）。 
・ 学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかかる者を除く。）

の人件費相当額及び教育研究経費。 
・ 附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経費。 
・ 法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び管理運営経費。 
・ 教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要となる経費。 

  ③「ミッション実現加速化経費」：ミッション実現加速化経費として、当該事業年度にお
いて措置する経費。 

 
 〔基幹運営費交付金対象収入〕 
  ④「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額

及び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。（令和４年度入学料免除率で算出さ
れる免除相当額については除外。） 

  ⑤「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授業料収入（収容定
員超過分等）及び雑収入。令和４年度予算額を基準とし、第４期中期目標期間中は同額。 

 
Ⅱ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕 
  ⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置する経費。 
 

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ） 
 
１．毎事業年度の基幹運営費交付金は、以下の数式により算定。 
  Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ） 
 
 （１）Ｄ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ－１）× β（係数） 
 （２）Ｅ（ｙ）＝ {Ｅ（ｙ－１）× α（係数）} × β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ） 
        ± Ｕ（ｙ） 
 （３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ） 
 （４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ） 
---------------------------------------------------------------------------------- 

   Ｄ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。 
   Ｅ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。 
   Ｆ（ｙ）：ミッション実現加速化経費（③）を対象。なお、本経費には各国立大学法人の

新たな活動展開を含めたミッションの実現の更なる加速のために必要となる経
費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当該事業年度におけ
る具体的な額を決定する。 

   Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（④）、その他収入（⑤）を対象。 
Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額 

新たな政策課題等に対応するための補正額。 
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定
する。 

   Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額 
学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。 

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定
する。 
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   Ｕ（ｙ）：成果を中心とする実績状況に基づく配分 
各国立大学法人の教育研究活動の実績、成果等を客観的に評価し、その結果に基
づき配分する部分。 
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額を決定
する。 

   
２．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。 
  Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ） 
---------------------------------------------------------------------------------- 

    Ｈ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課題等に対応するた
めに必要となる経費を含み、当該経費は各事業年度の予算編成過程において当
該事業年度における具体的な額を決定する。 

 
 【諸係数】 
α（アルファ）：ミッション実現加速化係数。△0.8％とする。 

第４期中期目標期間中に各国立大学法人が蓄積してきた知的資源を活用して社
会変革や地域の課題解決に繋げることを通じ、各法人の意識改革を促すための係
数。 

β（ベータ）：教育研究政策係数。 
物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を総合的に勘案して必要
に応じ運用するための係数。 
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決
定する。 

 
注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の下に試算されたも

のであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程において決定される。 
なお、運営費交付金で措置される「ミッション実現加速化経費」及び「特殊要因経費」に

ついては、令和５年度以降は令和４年度と同額として試算しているが、教育研究の進展等に
より所要額の変動が予想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程に
おいて決定される。 

注）施設整備費補助金、船舶建造費補助金、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び長
期借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。 

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、令和４年度の受入見込
額により試算した収入予定額を計上している。 

注）業務費、施設整備費及び船舶建造費については、中期目標期間中の事業計画に基づき試算
した支出予定額を計上している。 

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により
行われる事業経費を計上している。 

注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、令和４年度の償還見込額により試
算した支出予定額を計上している。 

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１とし、「教育研究組織
調整額」については、０として試算している。また、「政策課題等対応補正額」については、
令和５年度以降は令和４年度予算積算上の金額から「成果を中心とする実績状況に基づく配
分」を０として加減算して試算している。 
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２．収支計画 
 

令和４年度～令和９年度 収支計画 
                             （単位：百万円） 

区分 金額 
 
費用の部 

経常費用 
業務費 

教育研究経費 
診療経費 
受託研究費等 
役員人件費 
教員人件費 
職員人件費 

一般管理費 
財務費用 
雑損 
減価償却費 

臨時損失 
 

収入の部 
経常収益 

運営費交付金収益 
授業料収益 
入学金収益 
検定料収益 
附属病院収益 
受託研究等収益 
寄附金収益 
財務収益 
資産見返負債戻入 
雑益 

臨時利益 
 

純利益 
総利益 

 

 
41,335 
41,335 
37,786 
7,627 

0 
991 
753 

20,615 
7,800 
1,759 

0 
0 

1,790 
0 
 

41,335 
41,335 
22,436 
13,086 
2,009 

511 
0 

991 
4 
0 

1,790 
508 

0 
 

0 
0 

 
注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。 
注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。 
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３．資金計画 
 

令和４年度～令和９年度 資金計画 
                             （単位：百万円） 

区分 金額 
 
資金支出 

業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 

業務活動による収入 
運営費交付金による収入 
授業料及び入学料検定料による収入 
附属病院収入 
受託研究等収入 
寄附金収入 
その他の収入 

投資活動による収入 
施設費による収入 
その他による収入 

財務活動による収入 
前中期目標期間よりの繰越金 

 

 
43,290 
39,546 
3,066 

0 
678 

 
43,290 
41,467 
22,436 
16,600 

0 
991 
931 
509 

1,145 
996 
149 

0 
678 

  
注）施設費による収入には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構における施設費交付事

業に係る交付金を含む。 

 


